
生駒市教育委員会規則第１１号 

生駒市図書館条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

令和２年９月２９日 

生駒市教育委員会教育長  中 田 好 昭 

 

生駒市図書館条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則 

生駒市図書館条例施行規則の一部を改正する規則（令和２年９月生駒市教育委

員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

第９条第２項の改正規定中「（電子書籍を除く。第４項及び第１４条において

同じ｡)」を削り、同条第４項の改正規定中「図書館資料」の次に「（電子書籍を

除く。第１４条において同じ｡)」を加え、同条に１項を加える改正規定中「電子

書籍に係る貸出」を「第２項及び第３項に定めるもののほか、電子書籍の貸出し

」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


